
介護職員等処遇改善加算について

足立区福祉部高齢者施策推進室介護保険課





処遇改善加算が令和６年６月に一本化されます

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

 介護職員等処遇改善加算へ一本化

令和６年５月まで 令和６年６月から

要件を統合し加算率を引き上げる





算定にあたっては、３種類の要件を満たす必要があります。

１ キャリパス要件 これまでの処遇改善、特定処遇改善＋α

２ 月額賃金改善要件 これまでのベア加算＋α

３ 職場環境等要件 令和7年4月から必須項目が増える

新しい介護職員等処遇改善加算



１ 地域包括ケアシステムの深化・推進

 （１）質の高い公正中立なケアマネジメント

 （２）地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組

 （３）医療と介護の連携の推進

 （４）看取りへの対応強化

 （５）感染症や災害への対応力向上

 （６）高齢者虐待防止の推進

 （７）認知症対応力向上

 （８）福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し





２ 自立支援・重度化防止に向けた対応

 （１）リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

 （２）自立支援・重度化防止に係る取組の推進

 （３）ＬＩＦＥを活用した質の高い介護





２ 自立支援・重度化防止に向けた対応

 （１）リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

 （２）自立支援・重度化防止に係る取組の推進

 （３）ＬＩＦＥを活用した質の高い介護













加算を算定するにあたって、すべての事業所で対応が必要なもの

・キャリパス要件 Ⅰ～Ⅱ
・月額賃金改善要件 Ⅰ

↓

どの要件で算定できるかわからない…

↓

参考になるツールが厚労省HPにあります









提出期限

処遇改善計画書

体制等状況一覧表
４月１５日（月）を予定

短い期間となりますが、ご協力よろしくお願いします

・キャリパス要件等に経過措置がありますが、その期間は１年間のみです。
・令和６年度中に対応しないと、７年度は算定できなくなってしまいますので、計画
的にご準備をお願いします。

あらためてのお願いです


